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1・ばじめに・

　年少非行に関する研究 ・（第ユ報）1は，1F年少非行の瑛例

を中心に， 現状の紹介と考寮を行らたが1今回は厚生省

児童家庭局企画課の示唆もあ防児童相談所に焦点をあ

てた：「非行問題にかかわる地域ケアシ・ズテム」を検討す

ることとなっ距。年少非行の激増に伴い鼻その対策が求

められている関係各省では，それぞれの立場で研究にと

りくんでいると思ぢが顎厚生省としても， 社会福祉処遇

の観点から児童謂談所め清動を検討する必要があらて然

，るべきであろうる児童相談所が，1：国の政策上常にあまり

優位におかれなかうた礁実を為～我国の経済成長に伴う福

祉制度，施設設備の整備のあ り方を考えミざせられる間題

なのであり，相談という社会福祉サ島ビスがデ世論への

直接的な反響どな／りにぐい我国め文化亦情を物語ゐてい

る。それに，非行防止対策も1」総理府の責任によ養青少

年相談室の設置どか，・厚生省4〉貰任による憧緒障害児短

期治療施設や家庭児童相談室ヲ｝非行対策に関連して設け

iられたと〕いう経緯があづたとしても・1その活動の・評価

やi1それらを有機的に関連づける施策は必ずし：も十分に

行われていなかったようであるゼこの、ごとは，・いわゆる

タテ割行政どいう我国の行政機構にぢその原因を求める

・ととが出来よ勝が，，それにして も青少年相談室のような

関係官庁め連携を求ある機関の状況腺どう．なウている も

めであろうか。今回行われた研究は・二以上の点を検討す

るζとから始まっている。

二．乙地域において妻ド行防止機能をどのように’して整備出来

渇かという問題は，，従来罪行防止等め対策で1 ．制度づく

二り、了，施設づ．ぐり：1という．バー、 ドな構成のみに目をむけて い

た時代から， き躍，・．その内容を検討する1という慨マ・ドな

機能へと焦点をあてて施策を転換させて馬・1くことを意味

している‘と考えてよ蜘ボずなわち非行隣止の丸めの地域

のケ・アシステ云がどのぷ1う、に作動／している1もズのである

か，．とくに青少年相談室とが贈児童相談所力輸どのよう

に位置づけられて、いるもの力凶明らかにして・い1くiごと1が

求められズ㌧ ・ るのである。』とすゐと笥，まず児童相談所と

連絡を密にしてレ． 地域との接触を試みて1㌧、く ζ とが必要

となづご試るわげ懸ある6そこ矯我々．は以上ぞ〉輩点をみ

、まえて今回ド何日」かの現地調査を試み・』ごぐ大づかみで

はあるが門応激る観点を整理する二ζとが出来た㊨で報告

を行うこととなった。　　　　　．ひr』、・・、。∫L、』＝； 三．乙・1

　この研究にはヂ、煙生省児童家庭局企画課下平専門官，

粉尾係長から二ご示唆をいただ駐だごと や，1児童相談所に

詳しヤ・湘オヒ短期大学のフ林教授と ジ神奈』肛購木児童相談

所の大川所長，＝・加藤課長の諸氏から研究協力をいただい

て いる『ので1こ・1こに感謝の意を衷したい ど思う『次第であ

るじ ㌃ 』　． 』1
、1・』』 ㍗r 　 r｝弩』、

ll江ビ非行予防の地域ケアシステ4の実態呈一1

　　　　　　　　　　　　　　　　　派衣

；r』調査対象地域にういて”．

1這1．雲・ 飼査対象地域選定の根拠　

　内山、』（1976） はヲ 『犯罪の量を表わす人口r11000人当艶

’りの犯罪発生率と質を表わす発生した犯罪1＝件当たりの

悪質量；とい録2うの指標によ らてヲ 人口、10万人以上φ都

1市め犯罪発生動向を検討している。・それに1よ、る之郵各都

市を人ロ蝿模により層別した場合，人口規模が大ぎ心都

市厳ど犯罪発生率ぼ高くなるが， ・＝悪質性は犯罪発生率と

伺 じほどほ高くはならないどいう結果が導ぎ出されて；恥

・一［
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る。ちなみに，人口規模の大きい都市が集中している東

京，大阪，中京のいわゆる三大都市圏での年間犯罪発生

量は・全国の犯罪発生量の寒こ50勿強のシ属アを示して

いることからも・一般的に，犯罪の発生量，発生率は都

市の人口規模と大いに関係しているととがうかがわれ1

る。

　ところで，大都市圏とは，人口量，生産一消費財，中

枢管理機能の巨大集積地帯であるじその大都市圏を構成

する各都市の犯罪発生動向についてみると，都市圏の拡

大に伴い，犯罪垂，非行量の都心からのスプ・一ル化が

進み：つ？あるoこの現象に最近特艦海目蓬れており，昭

和51年度の警察白書でも犯罪発生のドーナツ化現象とい

う表現でその徴候を指摘して“る。清永 1（1976，1979－

b）によれば，地域の社会，経済・文化的特性によって

多少の違いはみられるものの，一般に・都心に近い周辺

都市ほど犯罪発生率は商くなり，逆に都心から離れるほ

ど低くなる傾向がある。すなわち，犯罪や非行の発生
量・’ 生率の第1の指標を都市の人ロ規模とすれば，そ

の第2の指標は都心との空間的，時間的准距離である。

　都市の犯罪や非行の発生は，』その都市の人口規模と巨

大都市との距離と高い関連をもつと述べたが，犯罪社会

学的見地からすれば，それは，部市の市街化あるいは地

域環塊の都市化の進行度と言いかえられようるつまり，一

その都市の成熟度（都会度）の高さである。も っと具体

的に署えばジ都市における既成市街地呂リアの広さ や消

費繕要の高さが，都市の犯罪や非行O発生量や発生率の

規定要因になっているo

・以上述べたように，大都市め人自の郊外分散化の進行

・とともに都会的生活様式が周辺都市に波及し，その結果

』大都市の周辺都市が犯罪多発都市化してきていること，

あるいは，都会的生活を享受している少年の犯罪1非行

が大都市を核として，『大都市周辺の郊外都市において最

近問題化している現状の2点に注目して，本調査対象地

域を選定した。

1－2』調査対象地域として選定されたA市とその調査

　　　方法

　束京圏は東京，埼玉，千葉， 神奈川の各都県で構成さ

胞ているとみなされるが， その中から神奈川県を選びジ

県央に所管区域をもつ児童相談所に協力を依頼した。

　この所管区域は，束京のベット穿ウンとして最近の人

潰増加と都会化がめざましく，それと呼応するよう に，

1非行発生動向においてもその発生量が急増している地域

『である1ずちなみに1、昭和54年から55年の描移をみると，

児童稠談所の非行関係相談て触法行為等相談と教護 相

・談〉が約3倍に増えド電話相談の中に占める非行関係の

　相談の増加率も目立って 多い．（全電話相談の半分を占め

ている）。現在児童相談所は，急増する非行対策として市

　町村とのネットフークづくりを進めているが，市町村側

　としての窓口整理の必要性も痛感せざるを得ないという

　のが実感であるら』しいo

　　所管区域は行政単位ごとにいくつかの市や郡に分かれ

1るが，本調査では1それらの中でも非行予防対策が比較

　的充実しているという理由でA市を選定した。すなわ

　ち，本調査研究では，A市を非行予防の地域ケアシステ

ニムの一モデル地区とみなして調査を実施した次第であ

　るo
　　A市の調査方法

　　まず，A市の所管区域である児童相談所の関係者か

　ら，A市とA市をとりまく所管区域全体の最近の非行発

　生動向とそこに内在する問題点を概括的に指摘してもら

　った。その理解の上に立って，A市担当の児童相談所相

　談員からA市の非行の現状とそれに対する取り組みの特

　徴についてうかが．ったo

　　それらの説明を手掛りにして，A市の現地調査に臨ん

　だび現地調査ではが非行予防について地域住民組織と積

　極的に結ぴつき，非行予防活動を実践している青少年相

　談室とその所轄組織の教育委員会社会教育課に関する調

　査を特に重点的に実施した。

　　A市のプロ7イール

　く入口増加率県下第4位の13万都市＞

　 神奈川県央の西部，東京から約76㎞の距離（通勤時間

　にして1時間強）に位置ずるA市は， 面積104．16加2，人

　口約13万人の中都市である。A市の人口の神奈川県内に

　占める位置は第12位である。

　　昭和57年5月1日現在，人口は129，066人 （男67，819

　人ヲ女61，247人ジ世帯数40，739i人口密度1239人／肋2，

　1世帯当た り3，17人）である。

　　A市の人口が急激に増え始めたのは昭和4工年頃から

　で・それは，経済成長に伴う工揚の進出・公的住宅地の

　造成，民間ディベロッパーによる住宅団地造成等の住宅

　建設に起因している。人口増加率でみると，県下では第

　4位である。対前年増加率をみると，’昭和43－44年6．9

　％，44－45年7・4％45－46年7，7％，46占 47年5．0
　％，47－48年9。8％とピークに達し，，48年以降麺去9年

　間についてみると，人口増加率は毎年ほぼ3％の割合で

　あり，年ごとに約1500世帯，人口にして4．ODO人が増え

　つづけているo　　　　　　　　　、　　』1、1』・一く

　　増加人口のうち、自然増と社会増の比率は，昭和35年

　までは自然増が主力となっていたが，、昭和36年には自然

　増48・1％，社会増5L9％どその比率が逆藍砺・ 昭和55年

・一 42一



石井他＝非行問題にかかわる地塚ヶ7システムにっいて

度には自然増42，5％，社会増57，5％となった。 また，、人』

口の社会増加率は過去5年問でほぼ20％にのぼってい

るo

　人口の5歳階級別構成では，20歳台，30歳台が多く，

青年都市の療相を呈してい為ずまた，1男女比で醸男性が』r

多い，いわゆる都市型であるる

　市の財政規模は，一般会計予算でゲ昭和3工年度が約2

億円，41鞭が1幡円，そして55年露なると』 琴00億円』r

を超え。ている。．55年度予算の歳出内訳 はダ教育費131・5一・

％鵡木鋤6顧曜鶴場ぞの他と続いてい

る。

〈農蒙数ほ激少，商工業は躍進＞．

　都市化の進行は∫ A市の産業構造に大きな変化をもた』

らした。かつてはたばこ栽培で知られた農業は，昭和35

年以降専業農家が激減し，農地面積にづいても，昭和40

年から50年にかけて約780勉もの減少．をみている。？

方，第工次産業とは反対にジ、第2次卜第3次産業従事者

腺年々増加の傾向にあ り，市内（の活発な企業進出もめ

だづて“る。現在シ大企業17社を含め，約80社が市内に

立地している。

』産業別の就業者齢は， 第3次産知9％，第2次産業

43％1第1次産業β％である。 第3 次産業の商業につい

てみると，・昭和51年調査時と比べ∫ 54年現在で，卸売業

17．3％（22店），小売業：8』7％．（97店）∋飲食店47、1％（1

52店）の伸びを示し，1』とく に飲食店のうち赤財．・酒揚は

店舗数が2．6倍にも増えている。また，一都会化の進行に

伴うズ地域社会のゲ≒みセ ンタ．｝などの遊興的施設や有

害図喪．自動販売機の増設も目立っ。

く昭和40年代後半から児童g生徒数が急増＞

、，1人日増麺に伴い， 昭和40年代後半から児童・生徒が急

1増し，．最近5ケ年問は年平均ほぼ 1，0DO人もの増加をみ

二ているわ こ のため，小・中学校の新増設が続き，現在、．

市内には小学校11校，中学校6校があり，児童工4，360人，

　生徒5，233人が通学している。 この数字は，’昭和40年の

　それぞれ2倍，L3倍にあたる。

　その他の教育施設としては，保育園M・幼稚園13・高

　校3，葱大主がある。‘・また，昭和38年には隣接の市に学

　生数2万余入の大学が開棟し， 近年・市内には若い学生

　が急増した6
1＜14～拓歳の犯罪少年とぐ犯少年の激増＞

．、
上述のよ．うな社会環擁の急激な変化に対してゼA市の

．』碑鱗行鋤向はξ餌寧擁レて離であろう
1か6

　 』警案薯の資料から， ヤま一 刑法犯罪発生件数についてみ

　ると ド昭和51年802件，、52年860件，53年．822件，．54年

　691件，55年893件で急激な変化はみられない。また，

　5年間の犯罪種別内駅も，、平均で∫窃盗犯86、．4％5粗暴

　犯 4． 4％，、知能犯3．9％，．凶悪犯0・8％，であうて，洛

　年次問に差はほ とんどみられないb犯罪件数に関する全

　国調査と同様に・きA市の場合も犯罪件数に群加はみられ

　ず，1成人犯罪者数は横ばいであってy．A市の急激な都市

　化¢》影響をそこに見るこ’とはドできなレ、o 1　

　 それでは，少年の犯罪や非行について はどうか。、 その

　資料が表1と…葭2である。二　F』ン 』　－．・』r、∫ ∴』綜㌔

　　表工により刑法犯罪少咋の年次別推移をみ蚤 と， 総数

　において， 、51年から52年で7工人から115人岱と 62％の増

　加を示してい為。53年・も前年度より67人，β3謬増え，1

　182人であった沸こ．54年度臥139人で，避に前年度より

　43人，34％の減少をみている。しかし，55年度嫁ま・た鋒

　人，24％増加 レ，1』173人となっ．た。56年度の資料が入手

　できなかったのセジ残念ながら56年度が前年度と比べて

　増加したか否かはわからない。

　　罪種別に検討す．ると ，：53年度の40％を除き・、、餐年次窃

　盗が全体の過半数以上の割台を占めズい1拳g 特．に・．・騒

単位： 人
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表2　ぐ犯不良行為補導者数
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二Flコ・器

鱗）その他のう藤物乱用・・5膵10人・ 54糊人・55年62人・朧行為，54年38人，5昨75人

年度，・55年度はそれぞれ78％，・86％と圧倒的である。逆

に，・暴行， 傷害の粗暴犯については151，52，53年度に

比してド54・55年度はその数や割合がぎわめて少ない。

　犯罪少年¢）年齢別推移をみると』14歳未満と工4～15歳

が年次ごとに着実に増えている伊特に14ん15歳1（中2，

中3の年齢にあたる）の増加が顕≡筈であ．り∫54，55年度

については1全体のそれぞれ47％，49％とほぼ半数を占

めるに至っている。それに対して，．16～17歳∫18～工9歳

の割合はそれぞれ全体の20％前後であるゐ

　衷1から読みとれる内容を整理しておと’う。』

1）昭和51年度から53年度までほ犯罪少年がほぼ60％ず

つ増加し，』54年度の一時的減少の後55年度には24％の増

加をみた。一・・

2）衷あ5年間でみる励，暴行傷害などめ粗暴犯が著

しく減り1， かわっ1て窃盗がほとん』どを占めるようになづ

た〇

一3）年齢別には14ん15歳の犯罪が着実に増え』全犯罪少

年のほぼ50％に及んでる・る一〇　’

　次に表2から，ぐ犯少年の年次別動向について読み’と

れる特徴をいくつかあげよう。

1）昭和55年度のぐ犯不良行為補導者数は，51年度に比

べると3倍・に増えているo

2）そのうち瓶5恥ら52年でZ隅54恥ら55
年で4．8倍≧急増し七いるら

3）行為別1こみちと，乙 各年次によって多少の増減がある

』け搾も一 嬢碑行糎多㌧叫鼠喫煙課夜外出・
1不良交友、 怠学1』＝盛場はいかいである。54，55年度はそ』

の他に薬物乱用と暴走行為が急増しているo、

以婆演今市φ狙罪や非行の数量的実態壷ある。成人の

響畢騰購蒔’碗疑万過邸年間に糊
て，少年の犯罪は2漣倍に，ぐ犯不良行為ば3倍に増え

ている。．年次別でば昭和51年から52年にかけて急増して

いるのが特徴で，それ以後も54年度を除いて着築に増加

傾向にある。また，』ぐ犯不良行為補導者数が著しく増え

ているこ叔ま，非行の拡大・活発化を示すものであり
，

将来の犯罪予備軍の形成にからみ，不気味な現象のよう

に思われるo　　　　 　　　・　　　ノ 二、

　しかし，注目される点は1昭和54年度だけが他の年度

・と比べて犯罪，ぐ犯不良行為が大きく．減少していること

一である。そごには何かの理由があるのであろうか。その

理由の解明によってジもしかすると少年の犯罪や非行の

．予防の糸 口r つかめる．のではないだろう1かo　l

＜A市のまとめ＞

　以上に見てきたよう鵜①人口急増都市（高い人口め

社会増加率，高い転入・ 転出者率， 都市流入入口増加に

よる教育年齢段階にある子どもの増加）1②農業都市がら

産業都市へ（子どもをとり まぐ生活環境め変化〉 とA市
は急激な変貌を遂げつつある。 そφようなA市は，・←部

においていまだk農業とい』 非都甫的要素を』残しな1が

ら，一部でホワイトカラーの増加に象徴される第3次産

業主導の都市化傾向を強めているという，都市としては

かなり流動的で不安定な漸移地帯だと言えよ．う5誠』

蹴このよう嫌移地帯緋行や犯罪の鱗地帯ゆ
るどいわ胞て｝・るが，生漬環境の都市化，都会化に呼応

するように，少年の犯罪や非行もかなりの増加をみてい

るのがA市の笑態である。最後に，清永（19ね一a）に

よれば，東京圏の犯罪発生率の高・低都市分類でいく

と，A市は高からず低からずめ中間型都市であることを

っけ加えておくo・一　　1　　　　　ド1、

2　A市の非行予防の地域ケアシステム1・旨

2－1 揖ケアをス塾を支える舗郷ついて
　A市の少年非行およぴ年少非行の突態セま 1－2で具体
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石井他＝非行問題に恥期わる堆賊ケτン不テムについて

　、　　　　　』

　　　　　　　　　　　　－
　　　　①青少年相談室”

　　　　　 ＝ ・1こ1

9．r一一叫 警察r署 P

　　　　　、　　1

∵町、づく． り運動
教育委員会，

（学校ア

、．1、儲少年育朗箏攣

②児童生徳譜連盟一一幅鱒鴨一■　　　 　、

1
σ”1

児童相談所

21…地域の各自治会『

”軍・

1
箪：璽奮一

レF
、　　　　F　

’』

　■「

、．

　環境浄化推進委員会
閣r

　　　　　、儒　　長卜　　　　、
』　　 虐　　一r

ワ謄」．．『二冒．一『一』．

　　　　　　　　．f一一一“二一一三r．④市民生活相1談室｛一→市』民 部1 PT搬外補導委員会

6各組織間に関係が罫拠1二』、．一・‘…市の繍躰織概確
　　　　，蝉櫛る鑓砺す　、．』・、』、1』、r⑭雌覗、

　　　　図i・ A　市の非行予防の地域ケアシステムの組織図・』・

的に途べたが，・それでは少年非行，．年少非行ともに増加

傾向にある実態に対して，A市はどのように対応し・ど

のような具体的対策をと：うているのであろうか。、以下で

は， 主にみ市Φ非行予防のためり地域ケ アシステム㊨概

略にっいて紹介する。 』、

　図肢潟A市の非行予防のなゆの地域ヶア銘界テみに

関する組織図であるRl、以下導挙いて、・』図中⑳①㌘⑤り組

織を中心に，1設立の主旨ゴ構成員・ 活動状況を具体的に，

述尋てみたいo

　①青少年相諌室

．昭和52年4 月1 日に開設さ胞驚。所轄は教育委員会社

会教育課である。

＜主旨＞青少年の健全な成長を助成するために・悩みご

と心配ご≧Q相談沁よび非行防止やよい環境づく，りなど

にっいて適切な指導をするo’

＜構成員＞社会教育課職員2名（常勤），警察官2名（非

常勤），専門相談員1名（教負出身，週4 日勤務），青少年

相談員8Q名（市民の有志，主に街頭補導活動時に参加）．

く活動状況＞1． 1街頭補導……街頭補導肱青少年相談室

活動の中で中心を占め， ・職員のほかに80名の青少年相談

員や警察関係者が随時協力して行なわれている1。㌃ ・．

　2』相談活動一‘…上記5名の構成員により，毎日午後

椙談業務を行なっている6 非行が主であるが，・他に登校

拒否，家庭内暴力，校内暴力の相談もして野為g

　相談にお、・てをま，本人をとりまく家庭環境り改善に力

点を置いたカウγ七リソグを行なっている。

1．』3 ‡1青少年健全育成活動・…・・地域の町づく転大人社

会の連帯と環脆の浄化によって，青少年の非行化防止を

行ない，子どもたちの健全育成をめざす活動の一環とし

て，1以下の3つの活動を進南ている6 ’‘

　①環境浄化清動ご
』、、

　⑨成くに対すう聲発活動． ：・”・
　③それらの活動を浸透させる広報活動

．．中でも・1特階累今市り町づくり運動の中核組織で夢る

青季年育成対策部会塗媒公とレて，地域律会≧の緊密な

連携群よ る非行防庫活動環ヵを入れているg

、な餐，青少年育成施策階っ』・てOち 膏少年相談室が属

すう敦育委員会の社會教育課Q担当麟員5名胆零っても

同時に行なわれているo特に，，地域ぐるみg責少年育成

活動の推遷，青少年育成施誰の整傭≧琿常り李実， 青少

年麹弊麟団体の膏成に力点を晒で購

に織驚響轡轡轡で魍
　②児壷生徒指導連盟　　　　　　　一　　’　　　1

＜主旨＞非行生徒の擢道に当たっ｛多面的にかかわ為こ

幸の甲辛袴学校苓非行少年との最卸の法的接鯵郷関で

姉撚ど鵜脚灘囑とに鱒曙たるこ 麟
蜂咳聯止に不歌で輝とい甥講郷と獣学
検と警察と．り筒で傭報の楽換を行なヤゾ非行少年の指導

に当たる。

〈構放員＞各校（小学校11，中学校6，高等学校3）一の

生活騨担緯鯛斡で激灘あて購察関、係
者ヒ 児壷相談所撰談員ち加わる。

　いわゆる学校警察連絡協議会（学警連）にあたる線緯

で樋ず’1
＜濁細＞醐齢会脚き謂鱗鐘レ匡．や
醒趣と硫酬る囎騨拒否力1羊で拷碓噸
内暴力と非行がある。

　㊥家降男童相謙室7・・　 、　…　　　　r｝．』員

　．、曜和47学に開輩さ栖た乙1所轄嫡市役所梅祉部福祉事務
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所児童課であξ。． 　、．．．．．〕二．
．，

．．．

く主旨》郭て明血：・心身紬嘩燃に育て馳

ろよう’・・家麟どが吻鰍に応じ為・

く構成員＞3名の相談章で構成されている。内訳は， 御くー

祉癖務所の泥童係2名ぎ非常勤の心理判簿員1 名 で南　

る。　

、く活動塗況＞わがまま， 食瑛，夜尿，つめか愚などの性r

格’・生活習慣，知能の遅れやことばの遅れ，1学被，保育

．所・．幼稚園嫌いなどの学校生活1盗居浮浪，液遊ぴな

ξの非行問題親子関係などの家族関係上の問題，家庭r

での獅岬難なξ¢蹴騨間彫儲鶴葺児該体
不自児などの心身障害間題について，来所による面接指

導と家庭への訪問指導および電話相談を行なっている。

　表3および表4は，昭和5工年～55年度寮での家庭児童

相談状況を示すものであるo表から，年齢別件数，相談

の種類別延べ件数ともに51年度から55年度までコγスタ

ントに増加しつづけている。特セヒ5鮮度あ件数は庶ぼ倍

増している。

　年齢別件数では4ん右歳児が全件数の半数を占め， 次

いそ小学校低学年児，高学年児， 中学生め顧で相談件数

が多い。相談め種類別延べ件数のう略セ非行問題そのもr

のの占めお罰合ほほぼ1勿ど少なも ・が，非行の周辺問題

εして関係学る性格・生活習慣，：学校生活，r家族肉係等．

め相談件数はがなり多い。

表3　家庭児童相談状況（1）」年齢別件数一

単位1．人　 ・　　 　　　　　　児童課調

年度別

昭和
　51年
　52年．

・53年
、54年・

15輝

計灘購舞蘇
紬購11認ll21

　576・　2　　　　　10 340　　95　　51　　39　　24

　644　3工　　　　　27　380　　88　　50　　49　　　7
　　　　’63 6。 240

mI湘1，215　53

そ

他

9
8
15
12
31

衷4、家庭児童相談状況（21一相談の種類別件数一

計．1雛礪灘
1，28633687エ89438133555160
1，333　274　134　154　　18　　　　 267　　96　294

　　　　　　　　　14　139　　95　148　349

ll號器騨畢5即1難

以上が麹脱明で輝が・家庭児童相談室の扱う問題

は，一般に非行よりもどちらかというと相談対象が幼児』

心で・幼児の生活にかかわる相談が多い。そのため

　に，家摩児童相談室嫁年少児や幼児に対し七生活訓練会

を催すなどの生活指導も行なってし・る。

　　また，家庭児童帽談室は，児童相談所の窓口的役割を

　果しており・児童椙談所と月1回の連絡会をもってい

　るo
　　④市民生活相談室

　　所轄は市民部市民生活課である。

　く主旨＞市民の生活の安定と向上をはかるために，布民

　生活に関するあらゆる相談を受ける。

　〈構成員＞相談員は市民生活課の職員である。児童相談
・！ 鰍恥磁肘とに・鯵加している・
　＜活動状況＞法律ヂ人権，年金，内職など一般の生活問

　題の相談を受け’ているが，週のうち月曜日が特に児童間

　題の相談日として設けられている。そのなかでの非行関

　係ゐ相談件数は統計的資料としては明らかではないが，

　その数ほ多くな㌧一・。

　　まだ，こどもテレフォγ相談活動もしている。ちなみ

　に，昭和55年度のごどもテレフ矛ソ相談件数瞭2件であ

　りジその存在はまだ一般に知られていな炉ようである5

　⑤市民による町づぐり運動と青少年育成対策部会ご

　　A市では，54年度から「市民によるまちづくり運動」

が各地区でスタートし，従来の自治会活動が積極性を増

　してきた。市では，これら市民の自治意識の高まりを受

　けて・「市民によるまちづくり富業」に人自1 方人当た

　りおおむね100万円の交付金を交付し， 市民自らの手で

　地域づくりを行なっている。

　○　青少年育成対策部会』

　市民による市民のためめ町づくり運動に寄与ナる組織

　として昭和55年秋に発足した。唱

　く主旨＞各自治会経織を中心とした地域ぐるみの青少年

　育成活動の推進により・，青少年の健全育成φ助成を行な

　う。また，地域，学校，家庭の連揚を保うごとによりr，1：

　親の間の交流を促し，児産の孤立化を防ぎ〆．問題児め早

　期発見と問題に対する助言をする。うま、り，r青少年の非

　行化の予防機能を果たすことも大ぎな目的とするε一r』

　＜樽成員＞自治会，自治会連合会 （7地区），自治会連絡

協議会，青少年相談員1青少年指導員， 体育協』会指導

　員，学校関係者。

　＜活動め成果＞地域住民の非行な～の青少年問題に対す

　る関心に高まりが見られた。そしで‘r今まではPTAが
　やれ醸よ“とし・う雰囲冤だづた漉自治会そ青少年問題

　を扱うよ5な風潮が出てきて』1地載住民の連帯の下に非

　行防止の活動が活性化してき尭どみられる乙1』

　なお，青少年育成対策部会め対象ば主に中学生で・あ
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石井他：非行問題にかかわる地域ケアシステムについて

副驚窒1．スポーツを郷一モ齢汚解マ甲

○・ 環境浄化推進委員会『

警察の委嘱を受けて環麟化め渦の渤・をしてい

る5組織ば市良め看志と警察であり，現在1 青少年やと

ゼもに1とって有害な自動販売機の撤去活動などを主に展

魔している6・

O　P　T　A校外補導委員会

　非行児の発見う 補遊を自的に小・ 中学校別に恕織され

活動している0
2－2　地域ケアシステムを形成する各組総聞の運携に

　　　ついて
　まず，青少年相談室と他矩織孝の交流についてみる

と，児童生徒指遂連盟とは同じ学柾関係め組織同志だけ

に交流免連絡湖密砺る・ま爆庭脚談室とも蝉

頭もたれているが，手方市民生活相談室が法律，人権な

どの一般生活に関する相談が主なためか』市民生活相談

室とは交流はまったくもたれていない。最近特に，青少

年相談室は，町づくり運動およ裸青少年育成対策部会を

通して，地域の自治会と積極曲k臨力し合い非行防止に

成果を上げつ？ある。ζれ曝見逃すことので尊ない有意

義な活動であ為 と言えよう。∵そφ他では，警察と児童相

談所、と も活動を共にしている6
　、次に髭児童生徒指導連廻は教育委県会嫡．も・ちろをであ

るが他に冑少年相雛室，警察事．よび児童相諌所≧挙要畔

応じ鋏流をもづてヤ・砺難5塚庭児醐鰹1婿少
年相談室と交流レ，．児童相談所と．も緊密岸綜びY？ヤ・てい

る。市民生活相談室はその悔格上，』どちらか≧いう・と非

行雅に関してはク・叶ズド渥テ樋プ翠一つ輝

、絹談所とのみ交流を保ってい、る動

　学校に象徴される教育委員会（中でも特群社会教育
課）

嫁，1懸生徒鱒脇 ．砂輔談蹴彫に琳
ずド町づく，り運動・青少年育成対策部会とPTA樫外補

導委員会．ども関係が深㌔き。　 1　 』∵
r』

く、警察署は， 青少年相談室，児童生徒指導導盟，児童相

談所そして環鹿浄化推進委員会とそれぞれ結びρいてい

．るo』．

　児童相談所は，青少年相談室5児童隼徒指導連輩・家

庭児齢纏市民生活鰍室瓢踏難と手広1く結
　びついヌ践・．るる。

．、

上から5洛組織は，それぞれ独自の活動を通して非

　行対策にあだづてお、り，、また互いにっながりを もってい

　，るごと庵わかづたがヨ情報交換を除いてはそれぞれが有

　機的に働いて特別な効果を上げている組織の数は比較的

　少ないと思われるのが現状である61r　l』

　以上が，現在のA市の非行予防のための地域ケ7マ冬

テムの組織図に関する概観である6、

3　膏少年相談室の活動

　これまで，A市におけるいくづかの非行防毘組織の活

動状況を遜てぎたわゆだが』、そg中でわれ賄れが特彰監冠

その地域証会に結呑ついた少隼の非行肺止活動の中核斉

して活臥てい磯闘と砿注目嫡の錆少輔纏

である，妙輔誰の腰即い黛騨轡七ある
ので省略し簿と嬢沸相談室の一輔儲和55年）の

相談活動，および積極的な非行防止活動を中心にその具

体的な内容を詳細に検討することにょり， 非行防止に対

する地域ケナシステムゐあり 方を考える際の一つの蛮桝

としたし㌔』ジ　1ゾ　ニ・ ）

　まず相談件数では1 相談室開設初年度には58件から琴

タ」ト したが，8年後の55年には約3倍の123件にまで

急増し七いる。 こ彩を年齢別にみてみると， 14歳未満の

いわゆる年少児の相談件数ほ26％を越えており，1最近の

少年非行に関する統計的結果と同様，青少年の非行の中

で年少児の占める役劇はここでも高い。表5は相談内容

の内訳を表わ・している己との衷による孝1家出∫．浮浪・、

ジソナ」1 不良交遊な．どφぐ犯不良行為が全体の65％に

まで達し七“る力誓と1ゲしたぐ犯行為に対する卑期の指

導・教育溝適切にな・されることこそが，一非行防止の観点

から…誰常に重要で一あると1とは言うまで庭》ない。・またジこ

こ数隼の急激な人口流入・と都市化に伴い，，子どもの遊び

揚が家や広場から繁華街や大型マ鼻ケ動トなど昏と移行

するにづれ』金銭濫饗や万引きが急増しているのも特徴

である01 ・．

　表5． 相談内容分類別め状況1

．次をヒ相談の経路である炉～表 6、をみ為とわか為よう

に，不良グノ歴牢硬ζ 蝋そう瞬・ったり・ 齢を
したことで本人がぞ⑫罪り意識に悩ルでヤ・る少年や，。舞

が子の行恥が非行と結び臥く危険悔を心配しズ酔る報な

どからの自主纏が半勲蹴型職ζれ麟行麟
からしてヂ警察や学棟舞由のものと黎の上で璽単緯塗卑

較は無意味で勘委がぞ1少なく≧もこれまで嫡深判塗非行

に発展す拳以前に量乙だ薮もが気軽碑相談できあ機関疹ウ’

覚囎趣瓢吹抄瑚実施す顔曝鵡こに嫉
行防興果縛騨糊鰹り役割のτ騨認櫛纏
：うβ・』こ．の、よ猿利用瀕力耳す馳め賊1．鰍動蕪
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を住畏の間に｝層浸透させることが必要である。 なお，

「⑨その他」の22件の中には， 街頭補導の結果，招致相

談指導が適当と判断されたもの20件が含まれで喚る。

。表6 相談経路別の状況

調奉欝瞭蹴獅6幽．
　　人7028・3122』55　 r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123

　　％　　　　56．91　　　22．76　 2』44　　117．89

　相談の結果シ何らかの措置がなされることになる。表

　7をみると，前年度に比べ55年度は助言指導の措置がと

られた事例がかなり増加’（前年度比22．77％の増ンして

いる。網談員の話によれば，これは相談員の不足か躯

増加する相談件数に十分時間をかけて魁処することがで

きなかったことも一因であるが， それ以上に，・r過性の

不良行為の相談件数が増えていることが大きな要因にな

っでいると言う。この一過性非行少年の中から，，一過性

で終わることなく，、将来犯罪やその他の非行を身につけ

てしまう者が出る可能性は容易に予測されるのであるか

ら・ここでも青少年に対する早期の揖導が強デぐ望まれ

る。助言指導にっいで多恥措置は継続指導1である。 これ

は単に本人iあるいは親との面接相談が随時継統レて行

なわれるというだけめものではない。非行の基本的な改

善は個人，地域住民，さらには各磯関の聞題に零する理

解と相互援助，．それらの資源をいかに有効に活用 しうる

かがポイソトであると魅う考えから1子どもの家庭や学

校はもとより，警察や児童相談所，と．きには子どもをと

りまく地域住民のところにまで積極的に出向いて行うて

理解を求め，青少年相談室が中心にな って調整を計って

いる点は特にわれわれが強く即象づけられたところであ

る。非行問題の改善のだめにば相互理解と援助が必要で

声るという考え方は誰もがもち』また口礎する曹葉では

あう。し塗し・非行問題に対するそれぞ糎の考え方や立

易が微妙紀異なる中にあって，」機関の職員が中心にな

ら七精力的に各機関，地域住民とめ緊密な連溌を図り，

しかもそれが成果をもたらすまでにいたるにほ粘り強い

努力が必要とされることは容易に想像される5　、・

　本相談室め活動のもう一つの特徴は街頭補導であるb

55年度には各地区の自治会長の推薦にようて選出された

相談員80名との協力で行なった街頭補導が年76回，これ

に警察関係者とあ合同で待なったもめを加え＝る 、と一合計

・1ラ9回にものぽる。 とれらに参加した人員は延ぺ506人

≧脅“が補導された子ども・（151人｝の内訳ほ， 不良交
勲45』2彩をトヅヲ叫喫煙，怠学シ・シソナ喝遊糊

・出入などがそれに続“て忌・る。こう・した地域住民＝（地区

相談員）との場力ρもと搭行なわれた数多 くの街頭補導

はまた， 二次的な効果をも生んでいる。す欺わお，各地

区の相談員は街頭補導の経験を通して・そ飽塑青少年の

非行化断母麺聾椴騨果規てヤ・鷺と螺
識するようにな』り ・．その結果そ胞ぞれの単区で行なわれ

る祭典，運動会，体育祭7盆踊 窮納涼木会なξで地区

相談員が自主的にパトロールを実施する活動がみられる

ように砺たからである・難では熱酋寧ら に撫
し，青少年育成活動推進部会が主体となって動く・ように

なり・自主パトロールも・その構成員の仲間之合同で行

な うようになっ鱒て喝。

衷ア　相談内容酢よる措置別の状況

繍翻恥他．計
　　，人 　β2　14554

　　％　39・02弱，、88

　0　3　
、1

　82

　Q　　3．66　・2．44　　　100

　　・人　　　76　 43　　0　　・4　　 〇
123

55

　　％61・79．3生96103・2510－100

　最後にあげなけ煽甑らなし・のが1非行防正ゐための

住民への広報・ 啓発活動， ならぴに襯浄化活動そあ
　るo広報・啓発活動としては［PTA』母の会， 1母親グラ

　ブ，連合婦人会，子供会育成会， 教頭会，rそれに各地区

青少年育成清動推進部会主催による懇談会などに購師ま

たは助言者どしての相談員の参加は年50回を越えて1い

拳。そこで討議されたテ」マは青少年非行の実療とその

櫛浄育てと非行准徒鱒上の間題点嫁麟敵
事ける非行化防止，『青少年非行と地域の役割1 など広い

範囲に及んでいる。相談員の一人は長年教育者どしt要

職にあり ，実際に少年の非行簡題と取り組んでき光経験

も弊馳とから』学校臨眺・猷1ゲ繊住民鎌
や関連機関とも密接な関係にあるという背景がい少年の

健全育成，非行防止を目的とする住民紹織や賭機関から

有力なり協力者”として相談員に対する強い要請が向け

られる要因になってし・ると考えられる。 また，市の広報

車やポスターを使った広報，市の広報誌や関係団体の機

関誌な ど入の非行防止に関する記恋掲載など も重要な広

』報活動の一つとしてウエイ トが醗かれてい廟1 1慣

　一方，理境浄化活動としては，警察の委嘱を受けて環

境浄化のために活動して、・る環魔浄化推進委負との協力

のもとにレゲーム機や衛生器具，、有害図魯ジ1酒類‘タ丼

コなどの自動販売機器の設置状況の把握、・ お よ二び不必

要・r 適当なものに対する撤去要求を根気よ’く進めてい

るが・これこそ当該地域住民の理解と協力がなければ満
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足した成果をあげる ピεはセきな“σr』二i「r｛』1 ∴∴『』 一

・

1、 めよう出地域え根ざした粘り強》｛広報‘く啓廃活動

尋，二有害環境め浄花活動が住民の間にじだレ～に浸透する1

にうれ，・・今疫は逆に住民φ側がらφ少年券行をと関ナる情

報の提供が数多ぐ施姻」るど紡現実壱ポ青少年相談

室の存在と役割示住良に着実に理解ざれ始あで“おごと

を如実に示しているといえよう。

　爾，関連行政機関との構報交換はもとより，業務遂行

上の問題点の検討なども建顛的に行なわれていること

は，他の機関と同様である。

二：皿1 非行防止のた鯵φ堆域ヶアシ界テ湊㊨展く

　　望と問題点

ご少奪ゐ非行防止を函う～1憂み健全育成と資す畜ために

は蕊係機関瓢維賄細互の織的な連携による
総合酌♪かづ恒常的な対策沸講じ・らεれなけれぱならな

し1・め点湾市臨筋鉾呼筋正舜ゆ対
策，活動は冑少年相談寵を中核に吝機蘭・一 組織それぞれ

ゐ立場ε特性を生かじな沸ら、∫相互め緊密な蓮携のむと

k比較酌動果的に運営されで阜るといえよう61い・

　では，そうし乏活動ゼ支だ，丁碇進きせ宅㌧iる要菌とは

一体何であろうか。残念ながら，各機関のもつ機能を互

いに補完し，実質的な交流が図れるような行政レペルで

の体制がすでに確立されているとは言いがたい。一般に

非行対策め中心機関として考えられている警察，学校，

児童相談所といった三者の間でも，．児童生徒指導連盟の

連絡会（学校の生活指導担当の教員が中心で，これに児

童相談所の相談員や状況によっては警察も加わり，学警

連に相当する組織）に代表されるような機関相互の連絡

臨議会を定期的に開くことによって一応の関係は保たれ

ているが，その内容は情報交換が主であり，システマテ

ィックには機能していない。その他，少年の非行防止を

その業務内容の」部としてもっている諸機関の稲互関係

を全体印にとらえてみても，連絡が密な機関もあればゴ

ほとんど交流をもっていないところもみられるのが現状

である。ごうした状況にあって，A市における非行防止

対策を推進する中核的機能を果たしているのが青少年相

談室である。とはいえ，当相談所に最初から市の非行防

止対策を実践する統括機関としての役割が付与されてい

たおけではない。租談室の5人の構成員の内， 2人は現

職の警察官（1名は婦人警察官）であり，相談室でも実

際に相談活動に従凄し，警察との太いパイブ役になって一

いるといえよう。また，他の2人は市の社会教育課の職

員であるが，これも相談室の相談・指導体制の強化と相

談機能の充実を実現していくためには欠かすことのでき

ない存在であ’る。・ そして，』 もう←人の梅成員が前節で述

べた畏年教育機関で要職に在り ヂ現在も学校との密接な　

関係は維持さ れていて，相談室でも指導者的な立場にあ

る人であるずしかも， 自ら自治会の連合会の役員をしな

がら，r地域住民の組織づく噸を援助し，非行防止をテr

』ヤにした住民団体の会合にも講師と して数多く出席する

などヂー広報兜、啓発活動にも活躍レている。』さ、5に，町づ

くり運動の←環として，・1青少年の非行化防止，・1健全育成

のための地域ぐるみの活動の推進を目的に，昭和閑年秋

に発足した青少年育成対策部会の主要な〆慨冬“でも海

ウ， こうした地域に根ざした積極的な活動は， 住民から

も熱い信頼を寄せられている鋭本来∋児童相麟亮ッ杢7

一クの中枢機関としての役割を期待されている、のが児童

相談所セあるがテ．児童相談所がこれぽど深ぐ地域社会と

かかわりをもも舜そこで指導性を発揮でぎるかどう かと

いう 点になる とやや疑問が残るポ急激な人口 増㌍による

都市化の波は，、地域住民の共同体意識をもゆうがレ，自

治会などの住民組織を形だけで中味のないののに変容さ

せっつある。 』このよう豫地域社会の変化は，1今日の冑年

の生活と意識に敏感に反映され， 非行化と1も結ぴっいて

いるという現状からしても∫、弛域ぐるみの罪行化防止活

動は一届重視されなければならない。』 　プ ざ、

　ある意味セは，A市の非行防止対策は豊富なキ童リア

と社会的地位を背景にして，実際現場でも相談活動導た

ずさわりながらジ 地域住民とも深い関係を維持．しヂレ塾

も機関や粗織を も動かすだけの力をもり疹、琴人”・璽存葎

によづて効果的に推進されている≧言え1ようず地球社会

の住民と直接かかわ りながらゲ集団や組織のなかで実質

的に影響力や指導力をもつ』と同時に私各集団，・粗織相互

のネ1ジトワ産ク を結ぶ’F“かなめ” の役割を果たす位置に

ある人，・1すなわち’‘‘キー・バー ソソ（Keジpeπso昇〉』君Q

存在意義は大1きい5A市と平行しで調李した同じ県内に

あるB市．・（人口8万3千， 大都市のベシド・rタウ・シと：し

て最近急激な都市化が進んでいる〉 の非行防止活動をみ

為と，1青少年φ非行湊まだそれほど顕在化し丈“な脇こ

　とも一つの原因であろうが， やや小規模塗がち～1・非行防

止に関連した諸機関：←！組織め構成はA市とほと短ど変わ

　らないにもかかわらず，二相互の連携 （あるいはキ黛マ浴

　蝋シ．ソの存在〉はあぎり認められずシA市に比べ覧ξ各

　機関ジ組織がそれぞれ別個に非行防止活動を展開してい

　ると阜う印象は免れなかづた。， ㌧ご・ 』　＞冨1』忌：曾、1瞬

　　キ」・パーソゾとは単に青少年相談室を中心とルた他

　機関とめ連携や，青少年相談室と住民との結びっぎを深

　め葛だけでなく，他機関相互の珪解と協カド』住一民，とゴ警

　察，∫柱良と学校，あるいはまた住艮組織同士の関係を緊’
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密にするパイプ役としての機能をも果たしていることは

見逃演すこと ができない。それには学校，警察，児童相

談所といった関係機関や住民組織のもつ役割や特性を十

分に理解していることが前提となる。もしそれがなされ

ているならば，たとえ冑少年相談室の窓口を通っ た事例

であってもル 問題の内容によづてはジ児童相談所が中心

になって対処した方が良い亦例，学校，警察が中心に扱

った方がより効果的である蛮例といづた判断は可能であ

り，各機関の専門性が十分に発揮された柔軟性のある少

年の非行防止対策が展開されるととになろう。 こうして

みてくると，児童相談所，学校，警察，あるいは自治会

などの住民組織が個々に存在し，それらの機関や組織を

有機的に結び曼つけているのがキー・バーソソということ

になるが，“つまでもそう した個人の献身的な努力にの

み依存していたのでは非行防止のための対策および活動

を今後さらに発展させていくには限界がある。・即ち，現

在のままでは，ますます多様化，広域化，・低年齢化する

少年非行に対し，網羅的に対処することがいずれ不可能

になるこ≧は容易に想像できるということである。 それ

には，より総合的な施策の中で，人や組織をうまくつな

げることができるような系統的組織化を図ることがなに

よりも必要であり，・これこそが少年の非行防止のための

地域ケアシ愚テムといえよう。

　現在のようにrた七わり 」・組織の枠め中で，少年の非

行化防止を推進ナるたあに，社会の変化に対応した対策

を展開し，1 民主体の組織的活動に期待してその充災を

図ろうとする関係機関の努力は確かに少しずつ実を結び

つつある。 しか．し，各機関の業務内容が重複や類似する

領域を多く含み，相互の役割分担が明確でない不安をお

互いがもっているために，それぞれの機関の独自性や専

門産が十分に生かされないままでいるということもまた

泰…寒である。r機関相互の堰解と信頼に基づいた連携の強

化力苓重要であるこ老は言うまでもな㌧・カζ，各機関が專門

性を確立砺主体性をもちながら実践活動を進めていく

とき、予想され：る以上の相乗的効果が期待できよう。そ

して， 少年の非行防止に関係のある諸機関はもとより，

地域住民の組織も参加．し・非行防止に対する地域ぐるみ

の活動を総合的・計画的に実践していくための共同活動

の拠点 となるような（セソタr的役割をもった）機関を

設け，『それを中心にそれぞれの機関や組織が最大限紅寄

与しうる領域を見定めて，独自の方向 と角度から問題に

かかわる という方向性が志向されねばなるまいσA市に

限づ《言えば， 児童相談所』青少年相談室，家庭児童相

談室，、 市民生活相談室などが非行防止活動の中心機関と

してあげられる。1なかでも・その中核となる機関．として

児童相談豚に寄せられる期待に大きいのであう力玉．そ胞

が実現されるためにはこれからもいくつかの試行錯諜を

経なければなるまい。この点に関サで・、われわれは．今

後，各地域啄）非行防止に関する 地域ケ7’シメテム．の現状

を全国的に調査することヒより，地域ヶアシステムの疹

るべき姿をさらに検討していく予定である。
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